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Ⅰ． 会社の現況に関する事項 

 

１． 事業の経過およびその成果 

 

当期の経済環境も前期に続き、新型コロナウイルス感染症の影響が継続し、国内

外で経済活動が制限されました。このため当社においても、番組制作のロケや収録

の休止・延期、受信環境整備・プロモーション業務の海外出張の中止等が生じました

が、その一方で、感染対策に配慮した番組制作や、出張を伴わないロケや営業活動

などのノウハウも蓄積し、事業活動を着実に継続しました。さらに、東京オリンピック・

パラリンピックやデジタル関連事業のＮＨＫからの受託、官公庁公募の大型番組案件

の受注などで当期の売上は前期を上回り、営業利益も前期に近い額を確保しました。

ＮＨＫグループの改革が進む中、ＮＨＫや関連各社と協議を続け、国際基幹回線業務

の当社への移管について基本合意するなど、今後の事業再編・強化に向け、着実に

前進しています。 

 

当期の業績は以下のとおりです。 

 

〔第 1４期の業績〕 

           （単位：千円） 

区  分 第 1３期決算額 第１４期決算額 増減額 増減率 

売 上 高 7,323,757 7,699,125 375,368 5.1％ 

営業利益 146,576 127,899 △18,678 △12.7％ 

当期純利益 117,697 106,035 △1１,662 △9.9％ 

 

事業別売上区分 第１４期売上高 構成比 

      ＮＨＫ取引 6,047,991    ７８.６％ 

     ＮＨＫ以外の取引  1,651,134    21.４％ 

合 計  7,699,125   100.0％ 

 

当期は、全社一丸となって売上の獲得、費用の見直しや利益率の向上に取り組ん

だ結果、本社移転と黒字決算を両立させることができました。 

独自事業の番組・コンテンツ制作では、国際交流基金等の大型案件の獲得により

売上は初めて６億円を超え、過去最高となりました。NHK 取引においても、創意工夫

を凝らした数多くの提案と、ウクライナ情勢への適切で迅速な対応を行い、前期と比

べて２億８千万円の増収となりました。 
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当期の売上は７６億９千万円、営業利益は１億２千万円となり、前期と比べ、売上は

３億７千万円の増収、営業利益は１千８百万円の減益となりました。 

売上のうち NHK 取引は７８．６％、NHK 以外の取引は２１．４％でした。 

当期純利益は、前期からは１千１百万円余りの減益となりましたが、１億６百万円を

確保しました。 

 

受託事業 

〔編成・送出、ニュース制作〕 

 

当期は、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ（英語）のニュース番組、ＮＨＫ NEWSLINE で、

ニューヨーク新スタジオからの生放送が開始されました。インターネット関連業務でも、

ＮＨＫワールド・プレミアム（日本語）で放送されているニュースや番組が、ＮＨＫワー

ルド ＪＡＰＡＮの公式ウェブサイトで配信されるようになりました。自国開催となった 

夏の東京オリンピック・パラリンピック、冬の北京オリンピック・パラリンピック、衆議院

選挙、それに、ロシアのウクライナ侵攻などにも適切・迅速に対応し、国際放送のいっ

そうの充実に貢献しました。 

 

＜ニューヨークから NEWSLINE 放送開始＞ 

NEWSLINE のニューヨークからの生放送は５月から始まりました。７月には日本

時間の朝５時と８時の２回に増えて、コロナ禍で当初の予定から１年遅れましたが、 

新スタジオの本格運用が始まりました。東京との連携を密にし、当社のニュース編集

も、現地では入手できないニュース映像をニューヨークへ伝送するなど全面的に支

援しています。ニューヨーク発の放送は、アメリカでもＮＨＫの認知度を高めています。 

 

＜ニュース・番組のインターネット配信開始＞ 

海外在留邦人向けの情報発信力強化の一環として、ＮＨＫワールド・プレミアムで

放送している「おはよう日本（7 時台）」のＶＯＤ配信と、「ニュース 7」のライブのインタ

ーネット配信が４月からスタートしました。１０月には「列島ニュース」「クローズアップ

現代＋」が追加されました。当社の編成・送出は、従来からＮＨＫワールド・プレミアム

で海外禁止映像の処理を行ってきましたが、新たにインターネット禁止映像の処理と、

ネットで掲載可能なコンテンツの編集を行う態勢を整え、当社のデジタルメディア    

部門とも連携し、NHK のインターネット配信を支えました。 

 

＜東京オリンピック・パラリンピック、北京オリンピック・パラリンピック＞ 

東京オリンピック・パラリンピックは、日本人選手の活躍で盛り上がりましたが、  
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国際放送で競技映像を使用するには、1 日に使用できる回数や時間などに厳しい制

限がありました。当社は NHK ワールド・プレミアムを送出するにあたり、著作権をク

リアした約５０００枚の写真を用意して、制限のかかる映像にその写真をかぶせる「フ

タかぶせ」の処理を行いました。写真だけでなく、使用可能な映像も組み合わせて、

競技の臨場感を損なわないよう工夫を凝らしました。冬の北京オリンピック・パラリン

ピックにも、このノウハウを生かして対応しました。 

 

＜ロシアのウクライナ侵攻＞ 

２月のロシアによるウクライナ侵攻後、当社も直ちに態勢を強化し、ニュース７に 

ついては、ライブだけでなくＶＯＤ配信も行いました。NEWSLINEの特番「ウクライナ

侵攻・世界への衝撃」では、当社のニュース編集担当者も複数、編集作業に関わり、

戦闘を伝える映像の人権・倫理面でのチェックも合わせて行いました。 

 

〔ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの番組制作〕 

 

当期もコロナ禍の影響が続いたため、ロケ・収録の延期・中止などの影響が出まし

たが、ＮＨＫから当社が受託した定時番組の制作本数は合計２４９本となり、年間で

予定していた制作本数のおよそ９５%に達しました。リモート収録の積極的な活用や、

地域を拠点に活動している制作スタッフ、リポーターとの連携など、コロナ禍の中で

作り上げてきた試みを複数の番組で継続して展開したことが、こうした結果につなが

りました。 

新規提案や定時番組からの継続取材などによって、前期以上に多種多様な特集番

組を制作しました。 

 

 

○定時番組 

ＮＨＫ受託の継続１０番組を制作しました。 

番組名 本数 番組名 本数 

TOKYO EYE 2020   32 本 Journeys in Japan   30 本 

DIRECT TALK   41 本 JAPAN’S TOP INVENTIONS   11 本 

J-MELO   18 本 BENTO EXPO WT 20 本 

総合 30 本 

RISING   15 本 Doki Doki NHK ワールド JAPAN   32 本 

KABUKI KOOL   10 本 Side by Side   12 本 

 ※「Side by Side」は、後継番組「Sharing the Future」パイロット版 1 本を含む。 
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○定時番組関連・ラジオ 

3 番組が、RADIO JAPAN で放送するラジオ版として制作されました。 

 ・「J-MELO」 年間１7 本 (前期比+1 本) 

 ・「Journeys in Japan」 年間 6 本 (前期比+1 本) 

・「Japan’s Top Inventions」 年間 6 本 (前期比+2 本) 

 

○特集番組 

【独自提案】 

・「200 年企業の秘密 Centuries-old Japanese Businesses」（3 本シリーズ） 

・「レトロ文化に恋して Analogue Nostalgia」 (2 本シリーズ) 

・「極小の美学 Tiny Aesthetics」 (2 本シリーズ) 

・「JAPAN SPORTSCOPE」 （4 本シリーズ） 

・オートクチュール 中里唯馬の挑戦 Illuminating the Future 

 

【定時番組からの展開】 

・ハイヒールを履いた僧侶 A Monk Who Wears Heels 

・手妻師 藤山大樹の挑戦 Reviving Tezuma: Japan's Traditional Magic 

・BENTO EXPO Special/NY 天才シェフが挑む幸せの BENTO 

・大震災から 11 年 みちのく潮風トレイル 1,000km を歩く 

 

【民放、CATV との協力】 

・「Broadcasters’ Eye」 (民放秀作ドキュメンタリーの英語化・５本) 

・愛知ＣＡＴＶ特集 (ＮＨＫの“愛知特集”と連動し地元ＣＡＴＶ制作番組を英語化・

10 本) 

【その他、ＮＨＫ地域放送局との連携など】 

・「Direct Talk」日本語版(2 本) 今後の国内放送に向けてパイロット版制作。 

・「ＲＩＳＩＮＧ/魚で持続可能な革製品を！」地域放送局支援用として日本語版制作。 

・響～津軽三味線 A Four Movement Sonata:地域放送局制作番組を国際放送

用に英語化。 

 

○広報番組制作 

2021 年度も、ＮＨＫワールド JAPAN の広報番組を全面的に受託制作しました。 

番 組 名 本 数 

Choice of the Day 229 本 

Pick Ｕp 43 本 

特集 30 秒 PR 111 本 
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〔デジタルメディア〕 

 

４月からスタートした「おはよう日本」の海外向けＶＯＤ配信や、「ニュース７」のライ

ブ配信では、当社の編成・送出部門とも連携し、システム面の構築と運用を推進しま

した。 

東京オリンピック関連業務では、聖火リレーのライブストリーミングを視聴できる特

設サイトを構築し、前期末より継続して７月２３日までおよそ４か月間、全行程を余す

ことなく配信・運用しました。 

１０月にはＮＨＫのＳＤＧｓキャンペーンにあわせた特設サイトの開設、１１月には  

多言語ニュースページでの地震津波情報の発信機能の拡充に寄与しました。 

ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮのライブストリーミングの AI 字幕活用では、５月下旬から

ポルトガル語とハングルを追加しました。ロシアのウクライナ侵攻を受けて期末の３月

には、ウクライナ語も追加し、合わせて９言語１０種類で利用できるよう拡充しました。 

ロシアのウクライナ侵攻を受けては、ほかにも、ウクライナ語によるニュースページ

（ニュースページは２０言語２１種類に）や YouＴｕｂｅを通じたＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ

のニュースライブ配信など、ＮＨＫのさまざまな施策に迅速に対応しＮＨＫワールドＪＡ

ＰＡＮのインターネット発信力の強化に貢献しました。 

 

〔受信環境整備〕 

 

5 月、NHK ワールド JAPAN のインターネット海外配信の著作権上の課題が解消

されたことを受けて、各国のＯＴＴ事業者との交渉を進めました。その結果、アジアで

はベトナム、タイ、インドネシア、カンボジアの４か国・６事業者でＯＴＴ配信を開始でき

ました。ベトナム、インドネシアでは、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮのスポット動画やバナー

広告によるプロモーションを実施しました。 

 海外の事業者が放送するＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの番組に付与するＡＩ字幕につい

ては、8 月、チリのケーブルテレビで、スペイン語 AI 字幕付き 24 時間放送を開始し

ました。翌 1 月、インドネシアの上記ＯＴＴ事業者で、インドネシア語ＡＩ字幕付き 24 時

間配信を開始しました。 

11 月の SDGs 関連番組の集中編成に向けて、世界各地のＰＲ会社やコンサルタン

トを活用し、世界のメディアと放送事業者向けに番組の広報活動を展開しました。 

期末の３月には米国デンバーのＰＢＳ局と協力し、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの紹介  

番組を初めて共同で制作し、視聴者の多いメインチャンネルで放送しました。 

３月８日、ロシアでＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの配信がロシアの国内情勢の影響を 

受け停止したため、インターネット同時配信やラジオ国際放送などの代替手段につい

て、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの公式サイトで視聴者に周知しました。 



6 

 

 インドでは、新年度４月から最大手の衛星放送で、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの配信を

再開させる目途を立てました。同国では、現地代理店の経営破綻によって２０２０年 

１２月からＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの配信が停止していましたが、当期９月に新たな代

理店を通じて放送免許を再び取得することができました。 
 当期、当社はＮＨＫおよびＮＨＫグローバルメディアサービス（GMS）との間で、  

基幹衛星を軸とした国際回線業務を当社に移管することで基本合意しました。ことし

７月の移管を前に、関連する通信事業者との既存契約の変更方法や、監視業務を遂

行するための環境整備・体制構築について、ＮＨＫおよびＧＭＳと調整を進めました。 

 

〔多言語展開・ラジオ〕 

 

ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮのＶＯＤ配信用の多言語字幕制作業務では、当期の目標

制作本数だった６００本を達成しました。定時の１２番組のほか、東京オリンピック・ 

パラリンピック開催に合わせて「Animation x Paralympic」を多言語化し、在日外

国人向け情報発信強化の一環として「Culture Crossroads」の防災シリーズを  

７言語で展開しました。当期後半にはＮＨＫの震災関連の特集番組や、ＳＤＧｓ強化 

キャンペーンと連動したショート動画も多数、多言語化しました。 

英語・多言語ＶＯＤの公開業務では年間２,０００本を超えるコンテンツの公開や  

更新を担当、中国語ネットチャンネルのコンテンツ管理業務では安定した運用を行い

ました。 

ラジオ国際放送の受信環境整備では、アメリカのナショナルパブリックラジオ

（NPR）向け無償番組提供（Asian View）が順調に拡大し、前期末時点で７局だっ

た提携局が、当期末には３１局に増えました。NHK ワールド JAPAN のラジオ放送の 

世界各地への中継業務では、ロシアのウクライナ侵攻を受け、リトアニアからのＡＭ

中継で、ロシア、ウクライナ向けの放送枠を 2 段階で増やしていきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

独自事業 

 

当期、独自番組の売上は初めて６億円を突破するなど、独自事業は当初の売上 

目標を大きく上回り、前期に比べ、収益も改善しました。協賛つき番組数が大幅に 

増えたことなどが理由です。国際的な広報戦略を考える自治体などの行政機関や 

企業にとって、当社の認知度、存在感が着実に向上した 1 年となりました。 

 

〇企画営業 

「ｊｉｂｔｖ」では３０分サイズの番組（「CATCH JAPAN」除く）を、年間４２本を放送し、

このうち３５本が協賛つき番組でした。協賛取得率は８３％に達し、前期の６０％を  

大きく上回りました。 

 

＜内閣官房 東京オリンピック・パラリンピック推進事業本部事務局・ 

ホストタウン事業＞ 

東京オリンピック・パラリンピックでは、来日する選手などとの交流を図るホストタウ

ン事業が計画され、日本全国５３３の自治体が登録されました。コロナ禍で計画され

ていた交流の実開催が難しくなる中、当社は東北３県を舞台にした「復興ありがとう  

ホストタウン」など、映像を通じた交流事業を展開しました。 

ホストタウンになっている複数の自治体を「横連携」させた事業も実現させました。

ニュージーランドのホストタウンとなった１６自治体では、先住民マオリ族の歌を歌い

継ぐ動画を作成し、ニュージーランドの映画館でも上映されたほか、現地の大手新聞

にも掲載されました。東京大会終了後の「レガシー動画制作」事業も受注し、ホストタ

ウン事業全体の売上は予想を大きく上回るものとなりました。 

この「横連携」事業は、産官学の連携で地域活性化を考えるイベントでも取り上げ

られ、「映像の力で国境を越えて人々を結び付けた」と高く評価されました。 

 

＜文化庁／日本芸術文化振興会・「日本博」事業＞ 

日本芸術文化振興会主催の「日本博」では、「国立公園展～その自然には物語が

ある～」の事業を獲得しました。日本の多様な国立公園の魅力を海外に伝えるこの 

事業は３年目となり、前期まで出版や８Ｋコンテンツ制作などＮＨＫのグループ各社と

の連携による事業を展開してきました。当期は国立公園の魅力を紹介する番組「At 

One with Nature」６本シリーズが完成し、ＮＨＫワールド JAPAN での放送に加

え、アメリカのＰＢＳを通じ３２５チャンネル（視聴可能世帯数は約１億）での放送が決ま

りました。ロサンゼルスのジャパン・ハウスで国立公園の特別展示も行いました。 
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＜コロナ禍での新たな取組み＞ 

コロナ禍での新しい営業手法として、当社の豊富な映像コンテンツを活用した取り

組みを始めました。「ｊｉｂｔｖ」を通じた海外発信の実例を映像付きで紹介するオンライ

ンセミナー（ウェビナー）を開催し、多くの自治体や企業などが参加しました。番組を 

通じた海外発信に成功した自治体の例や、番組の二次使用などのメリットについて 

映像を交えて紹介し、「CATCH JAPAN」協賛の獲得にもつながりました。 

 

〇独自番組制作 

当期は、大型シリーズとして協賛を獲得した番組が多く、売上増をけん引しました。 

 

＜多彩な日本を紹介～Explore Japan～＞ 

日本文化にさまざまな視点から光を当てた番組「Explore Japan」は、協賛の  

国際交流基金から好評を得て追加発注もあり、１５本の大型シリーズとして放送しま

した。日本庭園の美、京都の伝統工芸、銀座のモノづくり職人など伝統的価値を扱っ

たものから、日本独特の進化を続けるパン文化やアニメのゆかりの地巡りなど現在

のムーブメントまで、多様な内容は高く評価されました。 

 

＜アイヌ文化を世界へ発信＞ 

失われつつあるアイヌ文化を紹介する番組は、アイヌ文化初の国立施設を運営す

る財団の協賛を得て５本シリーズで放送されました。アイヌの伝統工芸が世代を超え

て伝承されている様子や、アイヌ音楽を発展させて創作舞台に取り組む若者たち、 

ロシアやドイツなど世界各地の博物館にあるアイヌ文化の展示などを伝えました。シリ

ーズを再編集して、民放地上波でも放送されました。 

 

＜協賛が倍増～CATCH JAPAN＞ 

日本の最新の話題をマガジン形式で紹介する番組「CATCH JAPAN」は放送 

３年目を迎え、安定した評価を獲得しています。京都の伝統的な産品についての３本

シリーズの企画も実現しました。１年間で４８の話題を放送し、このうち２９件で協賛を

得て、前期の１４件から倍増しました。 

 

○アジア等地域展開 

＜Catch ASIA！ Global Media Network＞ 

前期はコロナ禍で、協賛企業や海外パートナーメディアとの事業を見合わせました

が、当期より再開しました。新たな協賛企業を獲得し、年間１００本のニュース素材映

像をアジア各国の主要テレビ局などに提供しました。 
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＜映像コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）関連業務＞ 

当期は、ヨーロッパへの事業展開にも取り組みました。総務省補助事業では、ベル

ギーの公共放送局ＲＴＢＦの動画プラットフォームで秩父・東京を紹介する企画が  

採択されました。コロナ禍でレポーターが来日できなかったため、当社側で映像を 

制作し、フランス、ベルギーなどに配信されました。プラットフォーム視聴登録者への 

アンケート調査も行い、今後のヨーロッパ向け動画コンテンツ開発に向けた貴重な 

情報を得ることができました。 

 

〔経営基盤整備〕 

 

新型コロナウイルスの感染拡大に対応し、定期的なＰＣＲ検査を継続実施するなど

して職場の安全確保に努めたほか、在宅勤務が増える中、期初の４月に在宅勤務用

の業務パソコンとリモートアクセスツールを整備しました。 

期末の３月には、翌月の本社移転を前に、システム整備を進めました。新旧複数の

拠点で滞りなく業務ができるような回線やシステムの移設準備、業務用スマートフォ

ンの機種・アプリの選定、貸与の準備を行いました。さらに、情報セキュリティ対策の

レベル向上を図るため、モバイルデバイス管理システム導入等の準備を実施しました。 

 

当期は、新しい中期経営計画（２０２１年度～２３年度）の初年度にあたり、計画で掲

げたオールジャパン体制による“国際発信・国際展開のゲートウェイ”を実現すべく、 

７月に組織改正を実施し、デジタル関連事業や経営企画機能を強化する体制を整え

ました。ＮＨＫとＮＨＫグループをとりまく経営環境が大きく変わる中で、グループに 

おける国際発信の中核企業となるべく、コンテンツ制作力を強化し、とりわけ独自事

業の成長に取り組むこと、国際発信事業のデジタルシフトへの対応を加速させること

を２つの柱に、実現に向けて着実に前進しています。 

 

2. 本社移転 

 

2０２２年度初頭の本社移転を 7 月の取締役会に諮り、決議されました。分散する

本社機能をワンフロアに集約し社内の一体感を醸成して連携を強化すること、フリー

アドレスなど新たなワークスタイルで働き方を変えるとともに、ＤＸを推進して生産性

を向上すること、緊急時７２時間の電力供給が可能なビルで堅固なＢＣＰを構築する  

ことを主な狙いとしました。 

本社移転に向けて、社内に本社移転準備委員会をはじめとする推進体制を整える

とともに、若手社員で構成する「１０年後のＪＩＢを考える Uｎｄｅｒ40 プロジェクト」を 

発足させました。プロポーザル方式で選定したコンサルティング会社の協力のもと、 
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Ｕ４０プロジェクトが移転コンセプト「Ｒｅ－ｄｅｓｉｇｎ ＪＩＢ」を策定し、基本レイアウトや

オフィスデザインの検討を進めました。同時にこれらに係る内装工事やインフラ/ＡＶ

工事、什器等の費用圧縮に努めました。２月に新本社ビルの内装工事を開始し、新本

社での業務を新年度４月２５日から始めました。 

U４０プロジェクトは、本社移転後も常設プロジェクトとして継続し、次世代事業の

開発や SDGs への対応などで、当社の変革に関わっていく予定です。 

 

３． 設備投資の状況 

 

新型コロナウイルス感染予防対策の一環で在宅勤務が増えることに対応するため

に、４月に在宅勤務用業務パソコンとリモートアクセスツールの整備を行ったほか、業

務の効率化を図るため、社内稟議システムと人事管理システムを構築しました。 

 

４． 資金調達の状況 

 

該当事項はありません。 

 

５． 事業譲渡の状況 

 

該当事項はありません。 

 

６． 財産および損益の状況の推移 

                                             （単位：千円） 

区分 

第１１期 

（２０１９年３月

期） 

第１２期 

（２０２０年３

月期） 

第１３期 

（２０２１年３月

期） 

第１４期 

（２０２２年３

月期） 

売上高 8,113,096 8,167,608 7,323,757 7,699,125 

経常利益 405,712 267,739 159,721 148,378 

当期純利益 275,987 163,556 117,697 106,035 

1 株当たりの当期純利

益 
35,383 20,968 15,089 13,594 

総資産 3,708,461 3,794,061 3,753,684 3,84３,８８9 

純資産 2,323,913 2,348,616 2,468,452 2,583,380 
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７． 主要な事業内容 

 

事業部門 業 務 内 容 

第 1 グループ 
国際放送の編成・送出、「NHK NEWSLINE」 

「NEWSROOM TOKYO」等の映像編集等 

第 2 グループ 

ＮＨＫ国際放送の受託番組制作、JIB独自番組の放送、

独自制作枠の営業、アジアチャンネル事業展開、 

Catch Asia! Ｇｌｏｂａｌ Media Network 事業 

第 3 グループ NHK 受託インターネットサービス 

第 4 グループ 

ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの受信環境整備・プロモーショ

ン、ＮＨＫワールド・プレミアム配信事業の推進、英語番

組 VOD 多言語化業務 

 

８． 主要な事業所等 

 

＜本社＞ 

東京都渋谷区神南一丁目 19 番 4 号 日本生命渋谷アネックスビル 

 ＜メディアセンター 第１グループ＞ 

       東京都渋谷区神南二丁目 2 番 1 号 NHK 放送センター 

  ＜メディアセンター 第３グループ  第４グループ（メディア事業部）＞ 

       東京都渋谷区神南一丁目 19 番 14 号 クリスタルポイントビル 4 階 

 

９． 従業員の状況 

 

従業員数 前期末比増減数 

９１名 １名増 

 

＜内訳＞ 

区分 再就職者 出向者 社員 契約社員 計 

男 １２ １５ ２５ ３ ５５ 

女 ３ ６ ２２ ５ ３６ 

計 １５ ２１ ４７ ８ ９１ 

 

１０． 重要な親会社および子会社の状況 

 

(1) 親会社の状況 

 当社の親会社は日本放送協会であり、当社の発行済株式の 51.28%を保有して

います。当社は同協会からの委託による NHK ワールド JAPAN の番組制作、編成・
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送出、受信環境整備・プロモーション、NHK ワールド・プレミアム等の業務を行ってい

ます。 

 

(2) 重要な子会社の状況 

 該当する子会社はありません。 

 

11． 主な借入先 

 

該当事項はありません。 
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Ⅱ． 会社の株式に関する事項 

 

１．発行可能株式総数 ９，６００株 

 

２．発行済株式の総数  ７，８００株 

 

３．株主数           １５名 

 

４．株主の状況 

株 主 名 持株数 持株比率 

日本放送協会 4,000 株 51.28% 

株式会社 ＮＨＫグローバルメディアサービス 600 株 7.69% 

株式会社 ＮＨＫエンタープライズ 400 株 5.12% 

丸紅 株式会社 400 株 5.12% 

伊藤忠商事 株式会社 400 株 5.12% 

住友商事 株式会社 200 株 2.56% 

日本テレビ放送網 株式会社 200 株 2.56% 

株式会社 TBS ホールディングス 200 株 2.56% 

株式会社 フジ・メディア・ホールディングス 200 株 2.56% 

株式会社 テレビ朝日ホールディングス 200 株 2.56% 

日本マイクロソフト 株式会社 200 株 2.56% 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 200 株 2.56% 

株式会社 みずほ銀行 200 株 2.56% 

株式会社 大和証券グループ本社 200 株 2.56% 

株式会社 共同テレビジョン 200 株 2.56% 
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Ⅲ． 会社の役員に関する事項 

 

１． 取締役および監査役の氏名等                

                                   （2022 年 3 月 31 日現在） 

地 位 氏 名 他の法人の代表または重要な兼職の状況 

代表取締役社長 髙尾 潤  

常務取締役 赤松卓哉  

取締役 馬場弘道  

取締役 安井健一  

取締役（非常勤） 高井孝彰 NHK 国際放送局長 

取締役（非常勤） 高橋省吾 NHK 関連事業局 専任部長 

取締役（非常勤） 那須弘之 ㈱NHK グローバルメディアサービス 執行役員 

取締役（非常勤） 菅 康弘 ㈱NHK エンタープライズ 常務取締役 

取締役（非常勤） 石田 亘 伊藤忠商事㈱ 通信・モバイルビジネス部長 

取締役（非常勤） 清水賢治 ㈱フジ･メディア･ホールディングス  常務取締役 

取締役（非常勤） 石本尚史 
日本マイクロソフト㈱  エンタープライズ事業本部  

通信メディア営業統括本部長 統括本部長 

取締役（非常勤） 黒木崇之 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱  

ビジネスソリューション本部 第四ビジネスソリューション部 

第二グループ 担当部長 

監査役 前田隆夫 公認会計士 

監査役（非常勤） 海野正一  

監査役（非常勤） 新橋靖典 NHK 内部監査室 企画部長 
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※就任  

2021 年 6 月 23 日付で新たに髙尾潤が代表取締役社長に、安井健一が取締役に、 

前田隆夫が監査役に、それぞれ就任いたしました。 

2022 年 1 月 28 日付で新たに黒木崇之が取締役に就任いたしました。 

※退任 

2021 年 6 月 23 日付で城本勝が代表取締役社長を、赤津有一が専務取締役を、 

太田周二が監査役を、それぞれ退任いたしました。 

2022 年 1 月 28 日付で池上聡が取締役を退任いたしました。 

 

２． 当社の役員報酬等の額 

役員区分 
報酬の総額 

(千円) 

報酬等の種類別の総額 対象となる 

役員数(人) 定額部分 変動部分 

取締役 63,263 46,704 16,559 ６人 

監査役 11,400 11,400 0 ３人 

  ※非常勤取締役、非常勤監査役１人に対しては、報酬を支払っておりません。 

  ※対象となる役員数には 2021 年６月２３日付で退任した取締役 2 人、監査役 1 人

が含まれています。 

Ⅳ． 内部統制システム（業務の適正を確保するための体制） 

１． 業務の適正を確保するための体制の方針およびその運用状況について 

当社はNHKグループの一員として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務

遂行を通じて企業価値の向上を図り健全な企業統治を継続するため、取締役会にお

いて内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）に係る基本方針を決議

しており、その運用状況を確認のうえ、継続的な改善と強化に努めております。基本

方針の要旨と202１年度の運用状況の概要は以下のとおりです。  

 

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための   

体制  

【基本方針】  

① 取締役および使用人の行動規範として「JIB倫理・行動指針」を定め、周知のうえ運用

の徹底を図る。  

② リスクの未然防止と早期解決を図るため「コンプライアンス規程」「通報制度規程」「通報

窓口」を設け、周知している。  

③ 取締役会の監督機能を有効に発揮するため、取締役間の意思疎通を図り相互に職務

執行を監視することにより法令・ 定款違反行為を未然に防止する。  
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④ 監査役と内部監査室の監査により取締役および使用人の業務執行における法令・定款

等の遵守状況をモニタリングし評価する。  

⑤ コンプライアンスの研修、解説文書などによる啓発および個人面談の機会を捉えての指

導・助言などにより全役職員のコンプライアンス意識向上に努める。  

 

【運用状況】  

① 全役員・社員向けの「JIB倫理・行動指針」を社内ポータルサイトに掲載し、研修等の 

実施により周知徹底を図っています。  

② 社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を当期は１１回開催し、コンプライアンス関

連のリスク案件に対して適切に対応するとともに、全社的な情報共有を行っています。

内部通報制度は、従業員が各種通報ルートを常に確認できるよう社内ポータルサイトに

掲載しています。  

③ 取締役会を当期は６回（書面での開催は別に3回）開催し、社外取締役をはじめ全取締

役に対しコンプライアンス関連の必要な報告を適時行っています。常勤役員および経営

幹部による経営会議を原則として毎週1回開催しており、コンプライアンス関連の情報を

共有しています。  

④ 監査役は、取締役会および経営会議等の重要会議に出席し適宜意見を表明しています。  

⑤ コンプライアンス意識向上のため、コンプライアンス推進強化月間を設定しています。 

当期は９月から11月にかけて設定し、期間中にコンプライアンスに係る研修を集中的に

実施することにより全役職員へのコンプライアンス意識の浸透・徹底を図っています。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

【基本方針】  

① 「文書管理規程」等の関連規程により情報の管理と保存のルールを明文化し、情報の保

存および管理に万全を期す。  

② 「株主総会」「取締役会」「経営会議」の議事録は、適切かつ確実に企画部において保

存・保管する。  

③ 情報セキュリティへの対策を継続的に実施する。  

 

【運用状況】  

① 意思決定過程を適切に検証できるように株主総会、取締役会等の議事録を速やかに作

成し、適切に保管しています。  

② 業務遂行に関する情報は、所管部署の責任者が内容の重要度に応じて取扱いを決定

し、効率的な業務遂行と適切な情報共有に努めています。  

③ 会社情報の搾取・破壊等を目論むサイバー攻撃への対応としては、標的型攻撃メール

の訓練を実施するなど、全役員・社員への教育を継続的に行い、NHKグループの情報
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セキュリティ担当者との情報共有も行っています。  

 

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

【基本方針】  

① 組織、業務分掌、権限等に関する規程を定め、取締役および各部門の所管業務と権限

を明確にし、経営に関する意思決定と職務執行を効率的かつ適正に行う体制を整える。  

② 重要な意思決定にあたっては、経営会議などにより多角的な検討を行うことにより意思

決定の適正化を実現する。  

③ 中期経営計画および年度事業計画を策定し、事業分野ごとの目標を設定して業務を遂

行する。業績を適宜把握し計画の進捗状況を検証する。  

 

【運用状況】  

① 経営目標を効率的に達成するため、常勤取締役および各組織の長の分掌と権限を定

めて業務を遂行しており、経営会議等において随時報告がなされています。  

② 経営会議を原則として毎週1回開催し、個別事業の提案をはじめ重要な案件につき多

角的な議論を行って決定し実行しています。  

③ 2021年度から202３年度までの中期経営計画（日本国際放送3か年経営計画）を踏ま

えて、202１年度事業計画を策定しており、四半期ごとの進捗状況を取締役会および経

営会議に報告しています。NHKグループ改革への対応も含め、進捗にあわせた取り組

みを継続的に実行し事業計画の達成につなげています。 

 

(4) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

【基本方針】  

① 「リスクマネジメント規程」等の関連規程を整備し、当社の事業に伴うリスクを特定する

ことにより、リスクの低減および危機の未然防止に努める。BCPを策定し重大な危機が

発生した場合の即応体制を整備する。  

② 社長をリスク管理統括責任者とするリスクマネジメント委員会を設置し、企画部を中心

に全社的なリスク管理体制を構築する。  

③ リスク管理に対する全社的な意識向上とリスク管理の技能強化のため、専門家による

研修、個別案件支援を行う。  

 

【運用状況】  

①  NHKグループ共通の「関連団体リスク点検チェックシート」を活用して当社のリスク抽

出を行い、主要なリスクを特定して対応策とともに取締役会、経営会議に報告し認識

の共有を行っています。  

②  社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を当期は１１回開催し、明らかになった 
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リスクやNHKグループ全般に共通する課題などの対策を協議しています。個別の  

事業に伴うリスク管理は稟議制度に基づき、企画部および経営管理室が管理部門とし

ての検討を加え、決裁者の承認を得ています。  

③  ９月から11月のコンプライアンス推進強化月間において、情報セキュリティやSNSの

適正な利用、外部パワーの適切な活用、委嘱審査会と下請法の遵守など、特に注意を

要するリスクについて、NHKのリスク管理室や編成局計画管理部から講師を招くなど

して、実務に即した研修・勉強会を行いました。個別案件のリスク管理は専門家の法務

アドバイスを得て実施しています。  

 

(5) NHKグループにおける業務の適正を確保するための体制  

【基本方針】  

① 当社の親会社であるNHKは「関連団体運営基準」を制定している。この基準は子会社

等の事業が適切に行われることを目的として、関連団体の事業運営およびこれに対する   

NHKの指導・監督等に関する基本的事項を定めている。  

② NHK職員が当社の非常勤取締役に就任し、当社の経営に参画する。  

③ NHK内部監査室による調査、NHK関連事業局の委嘱による監査法人調査が行われ、  

必要な指導・監督がなされる。  

④  NHKと当社の各種連絡会を定期的に開催し、NHKグループの一員としての当社の

業務運営の適正性を確保する。  

 

【運用状況】  

① 当社の経営は、NHK「関連団体運営基準」を遵守して行われており、関連団体業務を

所管するNHK関連事業局および国際放送を所管するNHK国際放送局と緊密な連携

をとって経営が行われています。  

② NHK国際放送局および関連事業局より就任した当社の非常勤取締役は、取締役会

等において当社の経営につき適切な指導・監督を行っています。  

③ NHK内部監査室の調査および関連事業局委嘱の監査法人調査結果に基づき、当社

は必要な改善を速やかに行い、NHKの関連部局と連携してグループガバナンスの向上

に努めています。  

⑤ 当社は、「NHK国際放送局-JIB定例会議」「NHK－JIBマネジメント連絡会」等の各

種会議を通じNHKと情報を共有し、グループとしてのガバナンス向上を図っています。 

 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に    

関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する体制  

【基本方針】  

①  監査役の職務を補助する部署は、企画部および経営管理室とする。  
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②  監査役より監査業務に必要な命令を受けた企画部および経営管理室の社員は、その  

命令に関して担当取締役および企画部長、経営管理室長の指揮命令を受けないもの

とする。  

【運用状況】  

① 監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議に出席して意見を述べるほか、監査法人、

社長はじめ常勤取締役、従業員などの関係者と意思疎通を図り、会社経営の実態把

握に努めています。企画部および経営管理室の社員は、監査役の要請に基づき適切に

対応し、補助業務を遂行しています。 

② 監査役の要請による補助業務につき、企画部および経営管理室の社員は担当取締役

および企画部長、経営管理室長の指揮命令を受けていません。  

 

(7) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関    

する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

【基本方針】  

① 取締役および使用人は、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、または会社に

著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。  

② 監査役は、重要な会議への出席、重要な文書の閲覧、関係者との意思疎通など監査役

監査に必要な措置を担保される。  

 

【運用状況】  

①  監査役は、社長はじめ常勤取締役と必要に応じて意見交換を行っており、当社の経

営の重要事項に関して情報を共有しています。  

②  監査役の監査に必要な環境は整備されており、監査役は、監査法人および当社の内

部監査室、経営管理室や企画部などの関係者との密接な連携により、実効的な監査を

行っています。  

 

 

２． 業務の適正を確保するための体制の評価について  

（内部統制の評価） 

当社の全社的な内部統制について、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」

「情報と伝達」「モニタリング」「ITへの対応」という6つの観点から、整備状況および運

用状況の有効性を評価し業務上重要なリスクを抽出したうえで、必要な対応の実施

状況につき評価を行いました。  

 評価の結果、当期末時点における当社の内部統制は、概ね有効であると判断いた

しました。 

 



　

計 算 書 類

（第 １４ 期）

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月 31日

株式会社 日本国際放送



貸借対照表

2022年 3月31日 現在

【 】 【 3,229,875 】 【 】 【 1,212,196 】

1,571,639 336,026

1,311,653 419,974

25,077 154,067

648 53,642

318,543 68,508

4,592 72,264

△ 2,279 101,638

6,073

【 】 【 614,013 】

（ ） （ 91,189 ） 【 】 【 48,313 】

92,141 48,313

3,848

152,466

39,781

△ 197,048 1,260,509

（ ） （ 50,450 ）

50,143 【 】 【 2,571,023 】

306 390,000

（ ） （ 472,373 ） （ ） （ 2,181,023 ）

138,039 20,428

207,382 2,160,594

35,593 1,752,000

85,802 408,594

91 【 】 【 12,356 】

12,099 12,356

△ 6,635 2,583,380

3,843,889 3,843,889

その他有価証券評価差額金

評 価 ・ 換 算 差 額 等

繰 越 利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

長 期 未 収 入 金

貸 倒 引 当 金 純 資 産 合 計

差 入 保 証 金

長 期 前 払 費 用

利 益 準 備 金

繰 延 税 金 資 産

事 業 維 持 積 立 金

投 資 有 価 証 券

保 険 積 立 金

退 職 給 付 引 当 金

利 益 剰 余 金

純　 資　 産　 の　 部

株 主 資 本

建 物 附 属 設 備

構 築 物

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

資 本 金そ の 他 無 形 固 定 資 産

建 設 仮 勘 定

負 債 合 計減 価 償 却 累 計 額

器 具 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産

そ の 他 の 流 動 負 債

固 定 資 産

固 定 負 債有 形 固 定 資 産

前 払 費 用 未 払 消 費 税 等

貸 倒 引 当 金 賞 与 引 当 金

そ の 他 の 流 動 資 産 前 受 金

制 作 仕 掛 品 未 払 費 用

流 動 資 産

貯 蔵 品 未 払 法 人 税 等

流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 買 掛 金

売 掛 金 未 払 金

（単位：千円）

資　　 産 　　の 　　部 負 　　債 　　の 　　部

科　　　　 目 金　　　　額 科　　　　 目 金　　　　額



損益計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

【 】 7,699,125

【 】 6,922,491

776,634

【 】 648,735

127,899

【 】

15

18,845

1,617 20,479

148,378

148,378

71,178

△ 28,835 42,342

106,035当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

受 取 利 息

雑 収 入

法 人 税 等 調 整 額

経 常 利 益

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

売 上 高

為 替 差 益

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益



株主資本等変動計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

（単位：千円）

評価・換算差額等

事業維持積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 390,000 1,200,000 874,988 2,074,988 2,464,988 3,463 2,468,452

当期変動額

利益準備金の積立 20,428 △ 20,428

事業維持積立金の積立 552,000 △ 552,000

当期純利益 106,035 106,035 106,035 106,035

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

8,892 8,892

当期変動額合計 20,428 552,000 △ 466,393 106,035 106,035 8,892 114,927

当期末残高 390,000 20,428 1,752,000 408,594 2,181,023 2,571,023 12,356 2,583,380

資本金

株主資本

その他有価証券
評価差額金

純資産合計
株主資本合計その他利益剰余金

利益剰余金合計

利益剰余金

利益準備金



 

個  別  注  記  表  
 

自 ２０２１年 ４月 １日 
至 ２０２２年 ３月３１日 

 
 
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 
（１）たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 

制作仕掛品 ・・・ 個別法による原価法 
貯 蔵 品 ・・・ 先入先出法による原価法 

 
なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定して

おります。 
 
（２）有価証券の評価基準および評価方法 
 

その他有価証券 
市場価格のない株式等・・・移動平均法による原価法により評価しております。 

 
（３）固定資産の減価償却の方法 
 

①有形固定資産（リース資産を除く）・・・ 定率法 
ただし、２０１６年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物について

は定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

           建物附属設備 ・・・ ８～１８年 
           構 築 物 ・・・    １０年 
           器 具 備 品 ・・・ ４～１５年 
 

②無形固定資産（リース資産を除く）・・・ 定額法 
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 
 
（４）引当金の計上基準 
 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率によ

る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。 

 
②賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えて、翌期の支給見込額のうち当期負担額を計上してお
ります。 

 
③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えて、自己都合退職による期末要支給額を計上しており
ます。 

 
 
 



 

（５）収益及び費用の計上基準 
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。

以下「収益認識会計基準」という。）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第 30 号 2021 年３月 26 日）を適用しており、顧客との契約に
ついて、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。 
ステップ１：顧客との契約を識別する。 
ステップ２：契約における履行義務を識別する。 
ステップ３：取引価格を算定する。 
ステップ４：取引価格を契約における各履行義務に配分する。 
ステップ５：履行義務を充足した時点で（または充足するに応じて）収益を認識する。 

 
当社における主たる履行義務は、以下の通りです。 
 
① 放送番組制作業務 

当社は、日本放送協会より、主に外国人向けのテレビ国際放送にかかわる番組
の開発、企画、制作業務等を受託しております。 

放送番組制作業務について、主として制作物の納品または役務の提供により当
社の履行義務が充足されることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識
しております。 

 
② 自社制作番組等の国際放送実施業務 

当社は、自社で制作する番組および民放各局や番組制作プロダクションが制作
した番組を外国人向けに放送しております。  

国際放送実施業務について、放送サービス実施により当社の履行義務が充足さ
れることから、当該履行義務を充足した時点で収益を認識しております。 

 
③ 国際放送の受信環境整備業務 

当社は、日本放送協会から委託を受け、受信環境整備の全体設計、地域衛星事業
者等を通じた配信、プロモーション業務等を実施しております。 

当該業務について、配信の実施およびプロモーション等役務の提供により当社
の履行義務が充足されることから、その履行義務を充足した時点で収益を認識し
ております。 

 
④ 在外邦人向け映像サービス業務 

当社は、日本放送協会からの委託により、海外配信事業者に対して、当社が購入
した番組に関するライセンス許諾を行う在外邦人向け映像サービス業務を実施し
ております。 

このサービス業務は、配信事業者が当社から配信映像を受信し、同事業者がラ
イセンスを使用した時点で履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認
識しております。 

 

 

（６）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

外貨建有価証券（その他有価証券）は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は全部純資産直入法により処理しております。 

 

（７）消費税等の会計処理方法 
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 



 

 
２．会計方針の変更に関する注記 
（収益認識に関する会計基準等の適用） 

収益認識会計基準等を当事業年度の期首から適用しております。 
この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残

高への影響もありません。 
 
 

３．収益認識に関する注記 
「重要な会計方針に係る事項に関する注記 収益及び費用の計上基準」に同様の内容

を記載しているため、注記を省略しています。 
 
 

４．貸借対照表に関する注記 
 

（１）関係会社に対する金銭債権債務 
 
     金銭債権    828,957 千円 
     金銭債務      335,008 千円 
 
（２）当座貸越 
 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行 1 行と当座貸越契約を締
結しております。当事業年度における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次
の通りであります。 

 
     当座貸越限度総額      300,000 千円 
     借入実行残高           －千円 
     差引額           300,000 千円 
 
 
５．損益計算書に関する注記 
    

関係会社との取引高 

     売上高     6,047,991 千円 
     仕入           763,673 千円 
 



 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 
 
（１）当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数 
 
   発行済株式     普通株式     ７，８００株 
 
（２）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
 

該当事項はありません。 
 
（３）事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 
 

該当事項はありません。 
 
 
７．税効果会計に関する注記 
 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 
    

繰延税金資産   

 未払事業税 4,196 千円 

 未払外国法人税 3,467 千円 
 貸倒引当金 2,729 千円 
 賞与引当金 31,121 千円 
 退職給付引当金 14,793 千円 
 繰延資産 749 千円 
 その他 36,228 千円 
 繰延税金資産小計 93,288 千円 
 評価性引当額 △2,031 千円 

繰延税金資産合計 91,256 千円 

繰延税金負債 5,453 千円 

繰延税金資産の純額 85,802 千円 

 
  



 

８．金融商品に関する注記 
 
（１）金融商品の状況に関する事項 
 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、必要な運転資金を主とし
て自己資金で賄っており、必要に応じて銀行等金融機関からの借入により資金を調
達しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの
低減を図っております。また、買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支
払期日であります。 

 
（２）金融商品の時価等に関する事項 
 

２０２２年３月３１日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこ
れらの差額については、次のとおりであります。 

                                 （単位：千円） 

区  分 貸借対照表計上額 時 価 差 額 

（１）現金及び預金 

（２）売掛金（＊１） 

（３）買掛金（＊２） 

（４）未払金（＊２） 

1,571,639 

1,311,653 

（336,026） 

（419,974） 

1,571,639 

1,311,653 

（336,026） 

（419,974） 

－ 

－ 

－ 

－ 

   （＊１）売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。 

   （＊２）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 
 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

（1）現金及び預金、（2）売掛金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 
 

（3）買掛金、（4）未払金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。 
 

（注２）非上場株式（貸借対照表計上額 138,039 千円）は、市場価格のない株式等で
あるため、上表には含めておりません。 

 
  



 

９．関連当事者との取引に関する注記 
 

                            （単位：千円） 
 

属性 

 

会社等の  

名称 

議決権の 

所有(被所

有)割合 

関連当事

者との関

係内容 

 

取引の内容 

（注１） 

 

取引金額 

（注２） 

 

科目 

 

期末残高 

 
親会社 
 
 

 
日本放送 
協会 
 

 
(被所有) 

直接
51.28% 

 

 
各種業務
の受託 
・委託 

番組の制
作等 

6,047,991 
 

売掛金 
 

827,875 
 

著作権の 
使用料等 

 763,673 
 

未払金 
 

 322,916 
 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）市場価格等を勘案し、価格交渉の上で決定しております。  

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めてお

ります。 

 

 

10．１株当たり情報に関する注記 

（１）１株当たりの純資産   331,202 円 56 銭 

 （２）１株当たりの当期純利益    13,594 円 30 銭 

 

 

11．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

12．その他の注記 

該当事項はありません。 



2022 年 6 月 10 日 

 

監 査 報 告 書 

 

 私たち監査役は、株式会社日本国際放送の 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日

までの第 14 期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果

につき以下のとおり報告いたします。 

 

1．監査の方法及びその内容 

 各監査役は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を

閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、

当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、EY 新日本有限責任監査法人

から監査の報告を受け、必要に応じて説明を求め、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ

いて検討いたしました。 

2．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 

 ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ

いても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認めます。 

  

2022 年 6 月 1 日 

       株式会社日本国際放送 

監査役  前 田 隆 夫  ㊞ 

 

監査役  海 野 正 一  ㊞ 

 

監査役  新 橋 靖 典  ㊞ 


